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内部統制システムの整備・運用に関する基本方針 

 

当社は、役員・従業員が、経営理念であり価値観である「シオノギの基本方針」を共有し、コンプラ

イアンスを遵守して職務を遂行することにより、透明で誠実な経営を推進してまいります。 

この職務の遂行の実効性を高めていくことを目的として、以下に示すとおり業務の適正を確保するた

めの体制を整備･運用いたします。 

 

１．取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

取締役会は、取締役会規則に則り適切な経営判断に基づいた意思決定を行うとともに業務執行を監

督し、法令・定款違反行為を未然に防止する。 
最良のコーポレート・ガバナンスを実現させるために制定した「コーポレート・ガバナンスに対す

る基本的な考え方」を実践することで、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図

る。 
取締役は、他の取締役の法令・定款違反行為を発見した場合は、直ちに監査役及び取締役会に報

告し、その是正を図る。 
適正なコーポレート・ガバナンス体制を確立するため社外取締役を導入し、株主をはじめとする

社外からの客観的な視点も踏まえた大局的な判断を行う。 
社外取締役は、独立役員として当社の果たすべき企業責任を認識し、透明性の高い経営に貢献する。 
取締役は、財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制の整備・運用を行い、それ

らの有効性について適切に評価・報告を行う。 
監査役は、取締役の職務執行について監査を行い、取締役は監査に協力する。 
会社の経営理念として定めた「シオノギの基本方針」「シオノギの行動方針」や役員・従業員の行動

のあり方を定めた「シオノギ行動憲章」の徹底を図るとともに、代表取締役が統括するコンプライアン

ス委員会においては、事業活動における法令遵守と倫理的行動の確保をより高めるための諸施策を策定

し推進する。 
反社会的勢力に対しては、「シオノギ行動憲章」に基づき、これらに付け入る隙を与えず常に毅然とし

た態度で臨み、一切の関係を遮断する。 
 
２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

取締役の職務執行に係る情報セキュリティ体制を整備し電磁的記録、電子署名等への対応を図ると

ともに取締役会議事録、経営会議議事録、コンプライアンス委員会議事録、代表取締役を決裁者とする

稟議書等は、保存媒体に応じて適切かつ確実に保存・管理することとし、法令・規則等で定められた期

限を遵守し、閲覧可能な状態を維持する。 
 
３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

「シオノギグループ リスクマネジメントポリシー」に則り、事業継続計画を含む総合的な危機管理

体制を構築・整備し、その推進を図る。 
各組織において、内在するリスク要因を認識し、それぞれのリスクの程度に応じた対応策を講じ
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ることにより、リスクの回避、低減措置を図る。特に、経営に影響を及ぼすような重要なリスクに対し

ては経営会議等でリスク対応について協議し、対応方針に基づいて主管の各組織が、関連部門と協

働して必要な対策を実施する。 
また、緊急性を要する災害、事故、企業不祥事等のリスクについては、「危機管理規則」を制定し、こ

の規則に基づき「災害対策要綱」「パンデミック対策要綱」「企業不祥事対策要綱」を定め、人命を尊重

し地域社会への配慮、貢献、企業価値毀損の抑制を主眼とした危機管理を推進する。 
「シオノギグループ EHS※ポリシー」に則り、地球環境の保護及び汚染の予防、ともに働くすべて

の人々と地域社会の安全衛生の確保に配慮した事業活動を推進し、安心できる職場づくりと豊かな

社会の実現に貢献する。 

内部統制部（内部監査部門）は、社内の様々なリスク管理について、独立した立場で検証する。

 ※EHS：Environment, Health and Safety（環境ならびに安全衛生） 

 

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

当社においては、経営の執行、監督の役割を明確にするとともに、機動的かつ柔軟な業務運営を行うた

め執行役員制度を導入している。職務の執行に関する重要事項については、定期的（毎週）に開催される

経営会議において十分に議論し、その審議をふまえて取締役会において意思決定を行う。 
取締役会の決議及び経営会議の審議事項は、業務執行を担う関係部門の組織長等に速やかに伝達され、

職務権限規則、業務分掌規則に則り、業務執行の手続きを行う。 
 
５．使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

コンプライアンス委員会を中心に、「シオノギグループ コンプライアンスポリシー」に則り、事業

活動における法令遵守と倫理的行動の確保をより高めるための諸施策を推進する。 
コンプライアンス委員会の事務局を CSR 推進部に置き、コンプライアンス教育及びハラスメン

ト教育などを行うとともに、各業務執行部門におけるコンプライアンス及びハラスメントなどに対す

るリスク管理を支援する。 
また、内部統制システムの実効性を検証するため、内部統制部による内部監査を充実させ、モニタ

リングを強化するとともに、内部通報制度並びに相談窓口を十分に活用し、不祥事の未然防止、早期

発見及び再発防止に努める。 
 
６．当社及びグループ会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 

当社及びグループ会社は、グループ全体の企業価値の向上を図り、社会的責任を全うするため、当

社の基本方針、行動方針の周知を行う。 
取締役は、グループ会社から業務の執行状況について報告を受け、当社の基本方針、行動方針、経

営計画等の実現に向け、「シオノギグループ会社管理規則」に基づきグループ会社を適切に管理し、育成

する。 
グループ各社においては、上記に準拠した事業運営を行うことにより、適正かつ効率的に業務を推進

する。 
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グループ各社の業務執行については、医薬研究本部、生産本部等の事業部門並びに人事総務部、経

理財務部等の管理部門が適正な事業運営の管理・支援を行い、人事総務部が統括管理部門として全体

管理を行う。 
また、内部統制部がグループ各社の業務の適正性、有効性を確認するために、適宜調査を行い、さ

らに、経理財務部及び内部統制部がグループ各社の監査等を行う。 
 
７．監査役がその職務を補助すべき使用人（補助使用人）を置くことを求めた場合における当該使用人に

関する事項及び補助使用人の取締役からの独立性に関する事項 

当該使用人は、監査役が必要性を認め、設置を求めた場合には設置する。 
監査役の職務を補助すべき使用人を設置する場合は、取締役からの独立性を確保した体制とする。 
監査役の職務を補助すべき使用人に関し、監査役の指揮命令に服する旨を当社の役員及び使用人に

周知徹底する。 
 
８．取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制 

監査役は、取締役会及び経営会議等の重要な会議に出席し、業務執行と管理に関わる情報、内部統

制の実効に関わる情報を適時に入手できる体制を構築する。 
監査役会は、取締役・業務執行責任者等に業務執行の状況について、直接報告を求めることができる。 
なお、取締役あるいは執行責任者は、当社もしくはグループ会社に著しい損害を及ぼす恐れや事実の

発生、信用を著しく失墜させる事態、法令違反などの不正行為や重大な不当行為等が判明した場合

は、書面もしくは口頭にて速やかに監査役に報告する。 
監査役への報告を行った当社及びグループ会社の役員及び使用人に対し、当該報告をしたことを理

由として不利な取扱いを受けないことを保証する。 
監査役がその職務の執行について、当社に対し費用の前払い等の請求をしたときは、必要でないと

認められる場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。 
 
９．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

監査役は、監査の実施及び助言・勧告を行うにあたって、会計監査人や内部統制部との連携を図ると

ともに、代表取締役と定期的に会合を持ち意見を交換することにより、監査の実効性を高める。 
また、監査役は、グループ全体の監査の実効性を確保することを目的として「グループ会社監査連絡

会」を定期的に開催し、各グループ会社のイシューリスクに関する意見交換を行う。 
以 上 

（2018 年５月９日発効） 


